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2020 年 6 月 11 日 

学生の皆さんへ 

学長 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う諸注意等について（第 4 報） 

 

 

 緊急事態宣言が解除され、愛知県の新規感染もほぼ見られない状況です。すでに CCS にてお

伝えしてありますように、6 月 15 日（月）から一部の授業で対面授業を開始いたします。つきまして

は、「ＮＧＵにおける新しい生活様式」を以下のように作成いたしました。学生のみなさんは、熟読

の上、その内容に沿った行動をとるようにしてください。 

 

 

・発熱の場合は大学へ立ち入らないでください。 

・学内ではマスクを必ず着用してください。（授業や各種窓口、友人との会話） 

・身体的距離を確保してください。（できれば２ｍ以上、最低１ｍ以上。） 

・手洗い、うがいを徹底してください。 

・建物に入館するときは、アルコールで手指の消毒を実施してください。 

・会話をする場合は、できるだけ真正面を避けてください。（マスク着用） 

・エレベーターは人数を制限します。 

・食事の際は、他者との距離をとってください。 

・コンビニで購入した弁当、持参した弁当は食堂等指定された場所で食べてください。 

・体育の授業などで更衣室を利用する際は、少人数・短時間を徹底してください。 

・パソコンは共用の設置パソコンを使わずに、各自ノートパソコンを持参してください。 

・３密を避ける行動をとってください。（換気、大勢で集まらない、近距離で会話しない） 

 （３つの密とは・・・密閉、密集、密接。クラスター発生リスクが上がります。） 

 

 

・教室では、必ずマスクを着用してください。 

・換気を徹底しますので、服装には気をつけてください。 

・オンライン授業受講の際はマナーを遵守ください。（録画、録音、転載等は厳禁です。） 
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・通学途中はマスクを着用し、友人との会話はなるべく控えてください。（地域への配慮） 

・帰宅したらまず手や顔を洗うことを徹底してください。 

・自分の体調に気をつけ、自分自身でしっかりと健康管理をしてください。 

・毎朝検温を実施してください。発熱や息苦しさ、倦怠感がある場合は登校せず、学生サ 

 ポートセンター（052-678-4086）へ連絡をしてください。 

・夜間の飲食店や繁華街への外出は控えてください。 

・カラオケなど他者と同室の状態で大声を出すことを避けてください。 

・屋内のスポーツ施設やジムの利用は控えてください。 

・買い物は空いている時間帯を選んでください。 

・公共交通機関を利用するときは、会話を控えてください。 

・アルバイトについては、なるべく３密を避けるように留意してください。 

・旅行などは、感染が拡大している地域に行かないように注意してください。 

・海外渡航は原則禁止です。特別な事情がある場合は相談をしてください。 

・共有部の机、椅子や食堂内の椅子を半数程度に減らしています。 

・対応窓口や共有部の机、食堂の机に飛沫防御シールドの設置をしています。 

・学生対応窓口には、間隔を確保するために待機場所の目安となるラインを設けています。 

・お手洗いに設置されたジェットタオルを全て使用禁止にしています。 

・学内の要所に手指消毒用アルコールを設置しています。 

・施設内では、自然換気を基本とし、それが難しい箇所には、オゾン発生器を設置してい

ます。（設置箇所は＜たいほう＞ＡＬ１～４、English Lounge） 

・教室などの多数の人が触れる机や扉、手摺、ＥＶボタン等の接触箇所を除菌剤で拭いて

います。 

・教室などの多数の人が触れる扉のノブや持ち手に抗菌シートを貼り付けています。 

 

（１） 肺炎が疑われるような症状等がある場合 

・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場

合、発熱や咳等の比較的軽い風邪の症状であっても、重症化（※）しやすい方、また、

その症状が続く場合は速やかに帰国者・接触者相談センターへ連絡し、その結果を担当

窓口に報告し、当面の間出校しないでください。 

※重症化：高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患等の基礎疾患がある場合、透析を受けている場合、免疫抑制剤や
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抗がん剤等を用いている場合等 

・家族や親しい知り合いに感染者が確認された場合、あるいは自分が濃厚接触者である

との連絡を受けた場合は、関係機関の指示に従うとともに、速やかに担当窓口に報告し

てください。 

・また、家族や親しい知り合い等に濃厚接触者が確認された場合、及びこれら以外で自

分の身のまわりに感染が広がっているとの確かな情報を得た場合も、念のため、速やか

に担当窓口に報告してください。 

（２）新型コロナウイルスに感染した場合 

 ・すぐに、担当窓口にＣＣＳか電話で報告してください（学籍番号、氏名、症状等）。 

 ・完全に治癒するまで、大学への通学を停止することとなります。 

 

担当窓口は下記のとおりです。状況は日々変化しています。大学の対応方法やお願いす

る行動は必要に応じて見直し、ＣＣＳ掲示板に掲載しますので確認をお願いします。 

 

【 新型コロナウイルスに関する問い合わせ・担当窓口について 】 

対象者 担当窓口 連絡先 

学 部 生 学生サポートセンター 
T E L ：052（678）4086 

E-mail：gakusei@ngu.ac.jp 

 

【 帰国者・接触者相談センター 】 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenkotaisaku/novel-coronavirus.html#kikokusha 


